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　町が実施している事業を庁内の政策評価本部会議な

どで点検・評価を行い、その結果を住民の皆さんにお

知らせします。結果は、次年度以降の予算編成や事務

の効率化など町政のあらゆる分野に反映させます。

　今年度からは、評価の客観性・透明性を高め、より

充実した評価制度にするため、外部評価制度を導入し

町民8名の委員で構成する政策評価委員会を設置しま

した。政策評価委員会では、町民の視点から評価する

ことを心がけています。

����

����

������

����

����

町政全般を網羅する評価

予算に計上されている
事務事業を対象
新規事業として予定し
ている事務事業を対象
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特定の分野について基本評価を
補完する評価

　平成18年度は、基本評価では、事務事業評価（中間

評価、事前評価）を実施し、分野別評価では、関与団

体点検評価を実施しました。
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　政策評価を実施することで、3つの目的を実現して

いきます。

①住民の皆さんに対して行政の説明責任を果たす。

②効率的で質の高い行政を実現する。

③住民の視点に立った成果重視の行政への転換を図る。
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（実施を検討中）

（平成18年度実施）

江口　正尊���

石谷　捷二����

久保　義雄��

八木　和香美

安部　慎

山下　義則

金子　景次郎

宮中　由香里
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　平成17年度において、町の補助金等（補助金・負担

金・交付金）の総額が団体の歳出規模の50％以上を占

める18団体への評価を実施しました。

　町の関与を廃止すると評価した団体はありません

が、10団体で補助率や町が事務局を担っている団体の

自主的運営を検討する必要があると評価しました。

団体数方向性

8
引き続き団体の効率的運営や効果的な活用
を図りながら町の関与を継続する

10団体に対する町の関与のあり方を検討する

0団体に対する町の関与を廃止する

　平成18年度予算に計上されている事務事業377件に

ついて評価を実施しました。評価は、予算の削減を目

的とするものではありませんが、事務事業の方向性を

定め、事務の効率化や縮小・廃止など（238件・63％）

により、予算の効率的な配分が可能となり、予算の削

減につながる結果となりました。

　中でも、団体などに対する負担金・補助金は、その

大半が縮小や廃止の評価となりました。

　また、公民館の老朽化から、公民館の機能を白樺コ

ミュニティセンターに移すなど、公共施設の統合や類

似事業への転換による廃止といった抜本的な見直しと

なる評価結果となりました。

　平成19年度に新規事業として予定している29件につ

いて、事務事業を実施する必要性や緊急性の観点から

事前に評価を実施しました。

　施設老朽化への対応と幼保一元化を視野に入れた東

保育所建替建設事業、小学校図書の充実を図るための

図書室システム整備事業を含む11事業は、実施を先送

りする評価結果となりました。

������������ 事務事業数総合判定

6実施見込み事業

12検討して実施見込み事業

11見送り事業
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平成18年度予算額　756千円
　町の活性化や人口増加を目指

して、当別移住促進協議会が中心

となり、道内や道外の団塊世代の

退職者などを対象として当別町

への移住促進に取り組んでいる

事業です。

　民間と行政が協働で移住促進

のＰＲ、お試し暮らし、定住支援を実施しています。
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���　来年度予算で10％以上ま

　たは100万円以上の増を伴う事

　務事業

���　来年度予算で10％以上ま

　たは100万円以上の減を伴う事

　務事業

���　類似の事業に統合し、廃

　止するもの

���　隔年度での実施など、事

　業を休止するもの

���　見直しの結果、期間満了

　前または期間未定のものを廃止

　するもの
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　姉妹都市であるスウェーデンレクサンド市との姉

妹都市20周年を記念し、夏至祭を中心に記念イベント

を開催します。
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方向性事務事業名

縮　　小当別・レクサンド都市交流協会補助金

縮　　小当別・レクサンド都市交流協会負担金

現状維持当別移住促進事業

拡　　大ごみ減量化事業

現状維持当別町社会福祉協議会補助金

現状維持常設保育所

統　　合農村環境改善センター運営事業

縮　　小公民館管理事業

現状維持除排雪事業

現状維持スクールバス運営事業
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　今年度は、町民の視点から町行政を評価するため、

町民の方々を構成員とする政策評価委員会を設置し、

事務事業10件の評価を実施しました。

　各委員からは、ごみ減量化事業に対して「リサイク

ルなどの循環型の社会を積極的に目指す取り組みを願

う」といった意見や、スクールバス事業に対して「児

童が集合できる停留所的なところを設置し、路線を固

定化するなど現在の運行形態を見直す検討を願う」な

ど、事業の方法などに対して様々な意見が出されまし

た。
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　今年度の政策評価は、政策評価委員会による外部評

価制度を導入したほか、評価結果を予算へ確実に反映

させることを念頭に実施しました。

　町の厳しい財政状況を考慮して事務内容を細かく検

証した結果、事務事業の見直し効果を高めることがで

きました。

　各事務事業の評価結果など、政策評価の詳しい内容

は、町のホームページに掲載しています。

　政策評価に対するご意見をお寄せください。
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　企画課企画調整係（�23－2393/�25－5555/

　ホームページhttp://www.town.tobetsu.hokkaido.jp）

���������は、昨
年4月から運行を始め、「最適な運

行」を模索するために路線・運行

時間を2回見直しました。

　今年度の実績を踏まえ、平成19

年度は路線・運行時刻の見直しを

行い、当別町にあったバス運行を

目指します。

　このバスは「多目的に運行され

ていたバスを一元化」した、全国的

にも例が無い事業として各方面か

ら注目されてきました。

　しかし、利用者が少なく、限度

を超えた負債を抱えた時は「廃止」

という選択をせざるを得ない可能

性もあるのです。

　バスはこれからの高齢化や環境
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4月から、　�����が

�����に変わります

　コミュニティバスをもっと身近に感

じてもらい、利用頻度が少ない方にも

バス運行を「応援」してもらえたら・・

との願いを込めて、定期券の名称を

「応援券」として発売します。

　利用方法などは従来の定期券と変わ

りません。

　発売方法や料金についての詳細は決

定次第お知らせします。

問題を考えたときになくてはなら

ない「わが町の足」です。皆様の

応援でバスの運行を継続させま

しょう。
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��の暮らしを快適にして、住み

よいまちづくりのためには、皆さん

の一層の協力が必要です。
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　以上のことを再確認して、冬を
快適に乗り越えましょう

　現在、町では豪雪時の排雪対応
が困難な状況にあります。
　そのため、冬期間、安全に通
行できる道路の確保を目標に、
排雪を行なっている地域の町内
会から、幹線道路を除く生活道
路の3回目の排雪をする際の経
費負担を頂くことをお願いして
参りました。
　町で設計している基準降雪量

の������を超えた積雪の

際、������������の
負担を頂き、3回目の生活道路の
排雪を実施します。

　是非、皆様のご理解とご協力をお

願いします。　
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　近年では、限られた予算の中で

行政と町民が一体となって除排雪

対策を進める自治体が増えていま

す。当別町でも、除排雪に対する

予算を効果的に使い、効率的に作

業ができるようにと平成18年2月

16日に雪対策町民協議会が立ち上

げられました。

　現在は、行政推進員など、14名

の委員で組織され、限られた予算

の中でどのように除排雪体制を整

備するか話し合いを重ねられてい

ます。
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　今回の協議会では、3回目の排

雪時にかかる町内会での対応を協

議し、右記の事項を確認されまし

た。
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　昨年は、サッカー少年団などがボ
ランティアで団地に住む高齢者宅の
除雪に協力しました。


